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STEP1-1　基本情報

共済組合名

任意継続組合員

事業主数（任命権者数）

衛生管理者を設置する事業所数

全体 被保険者 被扶養者

特定健康診査受診率（平成28年度） 85.4% 95.5% 46.8%

特定保健指導実施率（平成28年度） 45.9% 47.7% 12.0% 事業規模（平成29年度）

1

2

3

4

事業主である任命権者の数が多い。

東京全域にわたり、多数の事業所が所在している。

27歳から29歳及び45歳から60歳までの組合員が多い。

東京都職員共済組合

 1,326名

 36事業主

 558事業所

1

3

14

31

 健康づくり・疾病予防支援
（人間ドック等）

 医療費適正化

12,448合　計 1,521,042

大規模な共済組合（組合員数１２２，１８９名、加入者数２１５，８３３名）である。

常勤 非常勤

組合員数
（平成28年度末現在）

 122,189名
 　男性60.2%,女性39.8%

 特定健康診査

 特定保健指導

産業医（専属）

保健師等

共済組合

事業主

加入者数
（平成28年度末現在）

 215,833名

共済組合と事業主側の医療スタッフ
（平成29年4月1日現在）

予算額（千円）
（平成29年度）

171

7,210

被保険者一人当たり額（円）

67

1

172

881,009

20,900

顧問医

保健師等

166 機関紙発行 20,246

315,266

283,621

事業区分

2,580

2,321

0

02468101214

0 2 4 6 8 10 12 14

0歳～4歳 

5歳～9歳 

10歳～14歳 

15歳～19歳 

20歳～24歳 

25歳～29歳 

30歳～34歳 

35歳～39歳 

40歳～44歳 

45歳～49歳 

50歳～54歳 

55歳～59歳 

60歳～64歳 

65歳～69歳 

70歳～74歳 

75歳以上 

（千人） 

■組合員（男） ■被扶養者（男） ■組合員（女） ■被扶養者（女） 

年齢別構成（平成28年度末現在） 
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STEP1-2　保健事業の実施状況

資格 対象
事業所 性別 対象者

医
療
費

適
正
化

7
組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 全員 1

7 組合員 全て 男女 40 ～ 74 全員 1

7
組合員

（担当者）

全事
業主
（任命
権者）

男女 担当者 1

組合員 18 ～ 全員

被扶養者 20 ～ 74 全員

注１）　１．健康診査　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他
注２）　１．共済組合　　２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　３．共済組合と事業主との共同事業

東京都職員共済組合の取組（第1期データヘルス計画期間）

・時宜を得たテーマ設定で、講
演は概ね好評であった。
・他団体の取組紹介や意見交
換等も参考になったという意見
が多く、引続き実施していく。
・開催回数は、喫緊課題の有
無、来場者・主催者双方の負
担等を考慮し、柔軟に検討す
べきである。

加入者への意識づけ

健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
支
援

2
7

個別的情報提供
（健康情報提供サービ
ス）

加入者の健康意識を高め、自発
的な健康の維持・改善行動を促
す目的で本人の健診データに基
づく個別性を重視した情報提供
をＷｅｂ媒体と紙媒体を組み合
わせて実施

全て 男女

健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
支
援

【成果】
平成20年から導入したweｂに
よる健康情報提供サービスを
期間中継続運用
【課題】
・特定健診結果通知（紙）と健
康情報提供サービスの連携強
化
・web版健康情報提供サービス
の実質利用状況は(26年4月～
27年9月）月間平均ログイン率
は、全ﾕｰｻﾞ159,936人の1.1%
（約1,690人）、利用率が極めて
低い
・改正個人情報保護法を意識
したwebサービスのセキュリ
ティ強化
⇒上記課題を踏まえ、平成30
年度以降のサービス見直しに
ついて基本構想を策定

1

・特定健診受診者へ結果通知
に
  よる情報提供

・Webによる健康情報提供サー
  ビスの利用の促進

・自らの健康状況・生活習慣
  改善の必要性の理解

・利用者の健康に対する意識
  向上

・年度末時点、全体利用率
13.0％（組合員15.1％、被扶養
者6.3％）
・通年及び期間限定のコミュニ
ティを計8本実施
・年回を通じて計8回、12,000人
にID、パスワードを新規発行も
しくは再発行
・バーチャルの健康イベントを
年間2回開催（ウォーキング＆
体重測定30日チャレンジ、ヘル
スアップ30日チャレンジ）

・年度末時点、全体利用率
13.7％（組合員15.8％、被扶養
者6.6％）
・バーチャルの健康イベントを
年間3回開催（階段キャンペー
ン、ウォーキング＆体重測定30
日チャレンジ、ヘルスアップ30
日チャレンジ）
・新規採用者向けに年3回（4月
/7月/1月）ID・パスワードを発
行

31事業主（任命権者）に対する
情報提供を実施。

事業主ごとに健診データに基
づく分析を行い、都共済全体と
の比較を行うなど、主な事業主
に情報提供を行う。

各任命権者の生活習慣改善策
の検討や安全衛生委員会資料
等に役立っている。任命権者
がより利用しやすいように、現
状のＣＤ及び紙ベースに加え
て、メール等の利用可能な電
子媒体による提供を行ってお
り、これらを継続していくことが
必要である。

事業主（任命権者）の関心事な
どをテーマに専門家を招聘した
講演会の開催や意見交換会な
どを実施した。
（主なテーマ）
7月…職場の健康づくり
10月…ストレスチェック
1月…歯と口の健康

事業主（任命権者）の関心事な
どをテーマに専門家を招聘した
講演会の開催や意見交換会な
どを実施した。
（主なテーマ）
7月…がん検診
10月…ストレスチェック（集団分
析）
1月…糖尿病予防

事業主（任命権者）の関心事な
どをテーマに専門家を招聘した
講演会の開催や意見交換会な
どを実施した。
（主なテーマ）
7月…職場の健康づくり
10月…ストレスチェック（職場環
境改善）
1月…たばこ最新情報

・平成29年12月末時点、累計
利用率（平成20年度からの累
計）13.7％（組合員15.9％、被
扶養者6.4％）
・バーチャルの健康イベントを
年間3回開催（ラジオ体操キャ
ンペーン/オリンピック・パラリン
ピック準備局との連携、ウォー
キング＆体重測定45日チャレ
ンジ、ヘルスアップ30日チャレ
ンジ）
・利用促進のため参加者交流
掲示板を年間9回開設、ポイン
トプログラム商品の入替え（4
月）、ポイント交換キャンペーン
の開催(3月）
・新規採用者向けに年2回ID・
パスワードを発行（7月/1月）

任命権者連絡会

健康づくりの取組の充実を図る
ため、事業主の安全衛生・健康
管理担当者への情報提供や情
報交換を行う連絡会を開催

－
出席者への情報提供の実施
（3回/年）

健康づくりの必要性や事業主
の取組状況の理解

健康状況報告書
（特定健診データ）

事業主ごとの特定健診受診職
員の健康状況の特徴を当該事
業主と共有し、必要な健康対策
に役立ててもらうとともに協力・
連携を図る。

全ての事業主への健康状況
報告書の提供及び説明

事業主の健康状況の把握
31事業主（任命権者）に対する
情報提供を実施。

職場環境の整備

医療費分析

事業の企画・推進・評価に不可
欠な基礎データと位置づけ、健
康づくり推進部門とも連携して、
医療費の基礎統計分析及び施
策課題に応じたテーマ分析を実
施する。

・全事業主(任命権者)への
　結果配付
・概要の公表

・事業主の健康状況の把握
・医療費の節減

3年分のレセプトデータの分析
に加え、7年分に及ぶ特定健
診・特定保健指導データの分
析、さらにレセプトデータと特定
健診データを組み合わせた総
合分析を実施し、組合員等の
医療費や健康状態、生活習慣
の実態を明らかにした。

「基礎分析」のほか、近年、患
者数が増加傾向にあり、ストレ
スチェック義務化など社会的に
課題となっている精神疾患を
「テーマ分析」で取り上げ、精
神保健指定医や薬剤師の協力
を得て分析を実施した。

特定健診データ及び医療費
データに基づく「総合分析」を
行い、生活習慣病の発症状況
や医療費との関係、特定健診・
特定保健指導と医療費の関係
など、様々な角度から分析を実
施した。

・疾病予防に向けた効果的な
保健事業を実施するための基
礎資料として活用されている。
・分析データがより使いやすい
ものとなるよう、健康増進課と
連携し、内容の見直しを図って
いく。

注2)

 実
施
 主

平成29年度末目標 取組実績
第1期計画における

取組成果・今後の課題年齢 アウトプット アウトカム 平成27年度 平成28年度 平成29年度

対象者

区分

注1)

事
業
分

事業名 事業の目的および概要
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STEP1-2　保健事業の実施状況

資格 対象
事業所 性別 対象者

1 組合員 全て 男女 40 ～ 74 全員 2

1 被扶養者 全て 男女 40 ～ 74 全員 1

特
定
保
健

指
導

3
組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準
対象者

1

広
報

7 組合員 全て 男女 18 ～ 全員 1

4 組合員 全て 男女 18 ～ 全員 3

7
組合員

被扶養者
全て 男女 18 ～ 全員 1

4 組合員 全て 男女 全員 3

注１）　１．健康診査　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他
注２）　１．共済組合　　２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　３．共済組合と事業主との共同事業

講師派遣の事業は28年度で終
了するが、パンフレット作成及
び配布は継続して実施する。

・事業終了後に自発的に講習
を行う任命権者があるなど、若
年層対策浸が透しつつある。
・若年層対策の重要性からパ
ンフレットは継続して配布す
る。

東京都職員共済組合の取組（第1期データヘルス計画期間）

計301回開催
・適宜内容を見直し継続実施
・モデル職場事業で好評だった
「健康相談会」を「からだ測定
＆アドバイス」としてメニューに
追加

・メニューの多様化、PR強化等
により、利用件数は平成26年
度251件から50件の増加
・新規利用者の掘り起こしをさ
らに進めていく必要がある。

スポーツクラブ利用助成
従来より実施。運動習慣づくりを
支援するため、施設利用料金の
一部を助成。

利用促進 運動習慣のある者の増加

・未利用者向けの利用促進策
として100円キャンペーンを実
施
・パーソナル運動プログラム
103人利用（4回49人、8回54
人）
・試行実施の1回の体験レッス
ンは282人が利用
・利用率の低迷からパーソナル
運動プログラムの内容見直し
を検討

・未利用者向けの利用促進策
として100円キャンペーンを実
施
・新規スポーツクラブと契約を
実施し合計7社となった。
・利用が低迷したパーソナル運
動プラグラムに変わり、本人負
担額を1,000円（組合負担5,000
円）とした年度内1回利用の「ス
ポーツクラブパーソナルチケッ
ト」を導入

・未利用者向けとして100円
キャンペーンの実施した。
・利用者に対し施設利用料金
の一部を助成した。
・スポーツクラブパーソナルチ
ケットは4社とし利用人員は同
規模で継続実施した。

計286回開催
・外部講師の活用を開始
（健康運動指導士17回、歯科
衛生士（歯と口の健康セミ
ナー）21回）

・都度利用の共済負担額を増
額したため、利用者が大幅に
増加した。
・増加に対応する予算確保と
利用人員の推定を確実に行
う。
・スポーツクラブパーソナルチ
ケットの利用者は緩やかに増
加しているが、更なる利用増へ
向けた取組が必要である。
・特定保健指導対象者用パー
ソナルチケット利用助成につい
ては、平成29年度特定保健指
導対象者を最後に廃止する。

・最終評価修了者　実施率
45.3%
（平成27年度確定値）

・最終評価終了者　実施率
45.9%
（平成28年度確定値）

健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
支
援

訪問健康教室

従来より実施。希望する事業所
の講習会等へ講師を派遣する。
講習内容は、運動、食事、メンタ
ルヘルス、禁煙など。

利用促進

・歩行等身体活動を1日1時間
  以上実施している者の増加
・朝食欠食率の減少
・喫煙率の減少

計288回開催
・メニューの見直し
・外部講師の更なる活用（健康
運動指導士等56回、管理栄養
士等18回、歯科衛生士23回）

若年層に対する生活習
慣病予防対策

従来より実施。リーフレットを配
布するとともに、希望する事業主
の研修等へ外部講師を派遣す
る。

40歳未満 リーフレットの配布（2回/年）
対象者の健康に対する意識
向上

・9任命権者への講師派遣を行
い、計15回開催
・パンフレット作成及び配布を
実施

・5任命権者への講師派遣を行
い、、計6回開催
・パンフレット作成及び配布を
実施

・実施率23.6％
（平成30年1月30日時点）
・受診率の向上に向けて、受診
促進品の発送を実施。（発送
商品：箱根路開雲宿泊券20
名、東京2020オリンピックエン
ブレム横浜捺染トートバッグ20
名、500円分プリペイドカード60
名）
・パート先等健診結果送付者
に謝礼の発送を実施。（発送商
品：500円分プリペイドカード）

特定健診を長期未受診の被扶
養者について調査した結果、
既に医療機関に通院している
方が約4割と判明した。医療機
関との適切な連携により、被扶
養者の受診率を促進させる取
組みが必要である。

・初回面接参加者　実施率
45.9％　（平成30年1月末時点）

コラボヘルスの取組み強化に
よる事業所訪問型保健指導の
維持・拡大や、特定保健指導
非対象者の対象者への流入防
止に資する取組みが課題であ
る。

機関誌発行 組合員への情報媒体として実施
組合員が興味を持って読める
冊子の作成

組合員及び家族の積極的な
健康づくりの取組向上

より具体的な意見・ニーズを把
握するためモニター制度を実
施し、機関紙の特集テーマ設
定の参考とするなどした。

機関紙において所管課との連
携により、家族の健康をテーマ
とした特集記事を連載し、組合
員及び家族の健康づくりに対
する気運醸成等を側面から支
援した。

＜共済事業全体＞
・広報誌を有益な情報媒体とす
るため、読者アンケートを実施
・組合員及びその家族が興味
関心を持てるよう、表紙と特集
記事をアナロジー（明喩）技法
を用いた誌面作成を実施
＜データヘルス関連＞
下記テーマの連載記事を掲載
し、組合員等の健康づくりの意
識づけの支援を行った。
　・裏表紙　：ストレス対処法の
「コーピング」
　・特集記事：「からだ」

所管課と調整して掲載記事内
容について、特に継続して掲載
しているものについては十年一
日の記事にならないよう注意し
た。

特定保健指導
法定事業。メタボリックシンド
ロームの減少を目的に保健指導
を実施。

実施の促進（実施率45%）
実施者の健康改善・維持
（特定保健指導の対象者率
  減少）

個別の事業

特
定
健
診

特定健診
（組合員）

法定事業。メタボリックシンド
ロームに着目した健康状況の把
握及びリスク者のスクリーニン
グ。受診率向上を図る。

健診実施の促進（実施率96%）
受診者の健康改善・維持
（特定保健指導の対象者率
  減少）

・実施率95.3%
（平成27年度確定値）

・実施率95.5%
（平成28年度確定値）

・実施率89.8％
（平成30年1月30日時点）

事業主と引き続き連携・協力す
る。

特定健診
（被扶養者）

法定事業。メタボリックシンド
ロームに着目した健康状況の把
握及びリスク者のスクリーニン
グ。受診率向上を図る。

健診実施の促進（実施率67%）
受診者の健康改善・維持
（特定保健指導の対象者率
  減少）

・実施率45.9%
（平成27年度確定値）
・事業主（任命権者）と連携した
受診勧奨を実施
・被扶養者に対する未受診理
由調査を実施

・実施率46.8%
（平成28年度確定値）
・事業主（任命権者）と連携した
受診勧奨を実施

注2)

 実
施
 主

平成29年度末目標 取組実績
第1期計画における

取組成果・今後の課題年齢 アウトプット アウトカム 平成27年度 平成28年度 平成29年度

対象者

区分

注1)

事
業
分

事業名 事業の目的および概要
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STEP1-2　保健事業の実施状況

資格 対象
事業所 性別 対象者

4
7

組合員 一部 男女 18 ～ 全員 3

組合員

被扶養者

1
組合員

被扶養者
全て 男女 35 ～ 全員 1

4 組合員 一部 男女 40 ～ 74
基準

対象者
3

7 組合員 全て 男女 40 ～ 74
受診者
全員

1

7
組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74

基準
対象者

1

注１）　１．健康診査　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他
注２）　１．共済組合　　２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　３．共済組合と事業主との共同事業

東京都職員共済組合の取組（第1期データヘルス計画期間）

・現状では国の目標値（2020年
9月までに80.0%）達成は厳しい
状況だが、差額通知の実施に
より、後発医薬品の使用割合
は高まってきている。
・被扶養者の使用割合が低い
ことを踏まえ、更なる普及啓発
を図っていく必要がある。

・年2回、最大120件を通知。ま
た、共済だよりによる周知の
際、架空請求に対する注意喚
起についても掲載し、情報提供
を依頼した。

・通知対象を受診歴のある全
ての世帯とするとともに、通知
件数を全件とし、また、公費負
担診療についても対象とするな
ど、内容の見直しを図った。

・全件通知とすることで、不正
請求の未然防止及び早期発見
につなげた。
・平成29年分の確定申告から、
医療費通知の添付により医療
費控除明細書の記載が省略可
能になったことを踏まえ、より
活用しやすくなるよう通知内容
等について見直す必要があ
る。

後発医薬品切替通知
医療保険給付の適正化
切替促進差額通知による個人
向けの普及活動を行う。

・差額通知の配布（1回／年）
・後発医薬品への切替促進
   （使用率60％以上）

薬剤費の節減

・切替方法や節約効果に関す
る記事を掲載したほか、切替え
に不安を持つ方向けに、分割
調剤についての記事を掲載し
た。
・8月末の通知送付者に対する
9，10月の切替率…37.9%
・28年3月支払分の使用割合
…60.4%

・引き続き、後発医薬品への切
替方法、節約効果、分割調剤
について周知するとともに、被
扶養者の使用割合が低いこと
についても記載した。
・8月末の通知送付者に対する
9，10月の切替率…40.1%
・29年1月支払分の使用割合
…64.9%

・通知対象者に公費助成対象
者や精神疾患患者を加えるな
ど、内容の見直しを図った。
・8月末の通知送付者に対する
9，10月の切替率…40.9%
・29年12月支払分の使用割合
…67.1%（本人73.1%、家族
61.0%）

・通知対象に柔道整復を加え
るとともに、コールセンターを設
置し、組合員等からの問合せ
に対応した。
・通知可能件数を40件から60
件に増やすとともに、医療機関
を受診する際のポイント等につ
いて通知や共済だよりに掲載
し、周知を図った。

医
療
費
適
正
化

医療費通知

医療保険給付の適正化
自発的な健康づくりの動機付け
や早期発見・早期受診を促進す
るため、世帯医療費を通知す
る。

通知の配布（2回／年）
・医療費の節減
・健康意識の向上

・人間ドック受診者数12月末時
点（前年同月実績）
一般：8,856人（8,296人）
節目：1,607人（1,934人）
永年：888人（1,224人）
合計：11,351人（11,454人）

・女性ドックキャンペーンを29年
度も継続し、助成額と期間を拡
大。
・アジュール竹芝でのペア割
キャンペーン（2名1組で予約・
受診する場合の助成額上乗
せ）を実施した。

非肥満リスク保有者に
対する生活習慣病対策
支援

特定保健指導の対象とならない
非肥満でリスクを保有する者へ
の受診勧奨及び健康教育

講習会参加の促進

・対象職場の非肥満のリスク
　保有者の減少
・参加者の自らの健康状況・
　生活習慣改善の必要性の
　理解

・4任命権者で実施
（千代田区、江東区、荒川区、
足立区）各区1回、計4回
受講人数:千代田区12名、江東
区21名、荒川区18名、足立区
50名

・3任命権者で実施
（杉並区、練馬区、江東区）各
区1回、計3回
受講人数：杉並区113名、練馬
区67名、江東区95名

事業主と連携・協力し、非肥満
のリスク保有者へ受診勧奨等
を行う。

非肥満のハイリスク者に対し個
別通知を実施し、受診勧奨に
繋げる。

・2回実施
・計654名参加
・テーマは困難事例への対応と
現代型うつ病

・2回実施
・計579名参加
・テーマは発達障害と職場の環
境改善

・安全衛生担当者からの講演
会企画に関する相談や、講師
の紹介依頼等が増加してい
る。
・引き続き現場のニーズに応じ
たテーマや講師の選定が不可
欠。

・メンタルヘルス対策講習会の
  実施

人間ドック利用助成

従来より実施。特定健診や事業
主の定期健診による健康管理を
補完する。がんの早期発見・早
期治療を促進する。

受診の促進 受診者の健康改善・維持

・人間ドック受診者数（H26年度
受診者数）
一般：12,675人（12,296人）
節目：1,929人（1,552人）
永年：1,849人（1,953人）
合計：16,453人（15,801人）

・人間ドック受診者数（H27年度
受診者数）
一般：12,833人（12,675人）
節目：1,934人（1,929人）
永年：2,018人（1,849人）
合計：16,785人（16,453人）

－ 全員 1

・ストレスチェックの利用促進

－

・2回実施
・計885名参加
・テーマは発達障害とストレス
チェック制度

男女

個別の事業

健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
支
援

モデル職場支援

職場における健康づくりをより効
果的に推進するため、特定健診
のデータを活用し、職場の特性
に応じた健康づくりを提案・サ
ポートする。

モデル職場への支援の実施
（2か所以上／年）

・ノウハウブックの作成と活用
・成果の訪問健康教室等への
  反映
・対象職場の健康に対する
　意識向上（運動習慣、身体
　活動、食習慣など）

・3任命権者、5か所で実施
（交通局2、水道局2、中野区1）
・実施職場にアンケートを行
い、その結果から次年度の取
組検討を行った。

・4任命権者、5か所で実施
（中央卸売市場1、東京消防庁
2、台東区1、足立区1）
・ノウハウブック原稿作成（取材
による好事例紹介を含む。）
【28年度末で事業終了】

・ノウハウブック印刷・配布
（2,500部）
・ノウハウブック監修者を招き、
ブック活用のための担当者向
け研修会を開催

・モデル事業を実施した職場
は、支援終了後に自立した健
康づくりを実施
・ノウハウブック作成により、職
場の健康づくり推進に寄与

4
7

メンタルヘルス対策
従来より実施。ストレスチェック
の提供やメンタルヘルス対策講
習会の開催等。

全て

注2)

 実
施
 主

平成29年度末目標 取組実績
第1期計画における

取組成果・今後の課題年齢 アウトプット アウトカム 平成27年度 平成28年度 平成29年度

対象者

区分

注1)

事
業
分

事業名 事業の目的および概要
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STEP1-2　保健事業の実施状況

区分 性別 実施状況・時期 成功・推進要因 課題及び阻害要因

労働安全衛生法に基づく健診 組合員 男女 18 ～ ・受診率：94.5%

・勤務時間中の受診可
・庁舎・事業所内又は敷地内で受
診可
・受診可能期間を長く設けた
・未受診者への受診勧奨を実施

・受診勧奨に応じない未受診者へ
の対応
・実施時期及び健診会場の確保

無

胃がん・肺がん・大腸がん・乳が
ん・子宮がんの検査

組合員 男女 18 ～

・受診率
　胃がん57.5%
  肺がん75.7%
　大腸がん61.0%
　乳がん79.0%
  子宮がん75.7%

・勤務時間中の受診可
・受診できる期間が長い
・庁舎・事業所内又は敷地内で受
診可（胃・大腸）
・定期健康診断と同時に実施（肺）

・法定外のため希望者のみとなる
こと等から、受診勧奨が困難
・がん健診の重要性・有効性につ
いての理解を得ること。

無

ストレスチェックの実施並びに集団
分析及び職場環境改善への取組

組合員 男女 18 ～
・ストレスチェック受検率：89.5%
・集団分析実施事業主数　34
・環境改善実施事業主数　16

・定期健康診断と同時に実施
・事前周知及び受検勧奨

・受検率向上
・集団分析結果の活用
・集団分析結果からの職場環境改
善への反映方法

無

定期健康診断結果に基づく生活習
慣改善指導や医療機関への受診
勧奨

組合員 男女 18 ～
・実施事業主数　30
（個別面接、事業所巡回など）

・勤務時間内に実施
・庁舎・事業所内又は敷地内で実
施
・医療専門職による対応を実施

・受診勧奨に応じない未受診者へ
の対応

無

①健康講習会
②健康づくり情報提供（メルマガ・
紙配布等）
③スポーツ大会、ウォーキング・ラ
ンニングイベント

組合員
（③のみ
家族含

む）

男女 ～
①実施事業主数 28
②実施事業主数 25
③実施事業主数 4

①職場のニーズに合った講習会を
実施、特にメンタルヘルスの講習
会を充実、共済組合の専門講師
派遣事業も活用
②メールや電子掲示板も活用した
タイムリーな情報提供
③参加者が多い

・健康講習会への参加者の低迷
・職員が参加しやすく効果的な健
康づくり対策の企画

一部
有

1

2

3

4

被扶養者の特定健診受診率が低い。特定保健指導の実施率は計画値を超えているものの横ばいである。

健康情報提供サービスの利用率が低い。

職場での健康づくりの取組では、健康講習会への参加者の低迷や職員が参加しやすく効果的な健康づくり対策の企画が課題となっている。

事業主のこれまでの取組（平成28年度）

共同
実施

定期健康診断の事
後措置に伴う保健
指導・受診勧奨

職場での健康づくり
の取組

年齢

対象者 取組状況及び考察
事業名 事業の目的および概要

定期健康診断

がん検診

ストレスチェック

事業主のストレスチェックの受検率は89.5％、集団分析は94.5％、環境改善は44.5％の任命権者で実施している。
共済の支援として「都共済ストレスチェック」の提供やメンタルヘルス対策講習会等を実施。引き続き現場のニーズに応じたテーマや講師の選定が不可欠。
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STEP１-3 総医療費の推移

ア.
イ.

・平成28年度の都共済の総医療費は355.7億円で前年（358.2億円）に比べて減少。構成員一人当たり医療費は166,501円で前年比で
医科（+0.9％）と歯科（+1.4％）が増加し、調剤(－3.8％）は減少している。

ア．総医療費の推移（平成26～28年度） 

106,125  108,874  109,874  

18,440  18,620  18,881  

37,527  39,257  37,746  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

調剤 歯科 医科 
(円) 

前年比96.2％ 

（▲1,511円） 

前年比101.4％ 

（+261円） 

前年比

100.9％ 

（+1,000円） 

8,269 8,216 8,428 

14,804 15,174 15,044 

4,009 4,000 4,033 

8,159 8,434 8,063 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

（百万円） 

      

35,824 35,568 
+1.7％ ▲0.7％ 

+3.4％ ▲4.4％ 

+2.5％ 

▲0.6％ 

▲0.9％ 

医科入院 医科入院外 歯科 調剤 

35,241 

▲0.2％ +0.8％ 

+2.6％ 

イ．診療種類別構成員一人当たり医療費の推移(構成員）（平成26～28年

度） 
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STEP1-4　一人当たりの医療費

ウ.
・被扶養者を含めた構成員では、「呼吸器系の疾患」が最も高く、続いて「新生物」、「循環器系の疾患」が高い。
・組合員のみでは、「新生物」が最も高く、続いて「循環器系の疾患」、「呼吸器系の疾患」、「消化器系の疾患」が続く。

ウ．疾病大分類別一人当たり医療費 全国との比較 （平成28年度） 

 

17,835  
  

0 10000 20000 30000

新生物 

循環器系の疾患 

呼吸器系の疾患 

消化器系の疾患 

筋骨格系および結合組織の疾患 

尿路性器系の疾患 

内分泌,栄養および代謝疾患 

精神および行動の障害 

損傷,中毒およびその他の外因の影響 

眼および付属器の疾患 

感染症および寄生虫症 

神経系の疾患 

皮膚および皮下組織の疾患 

妊娠,分娩および産じょく 

症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見等 

血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 

耳および乳様突起の疾患 

先天奇形,変形および染色体異常 

周産期に発生した病態 

疾病大分類別 一人当たり医療費 組合

員 男女合計 

疾病大分類別 一人当たり医療費 全国

（15～65歳未満） 

一人当たり医療費（円） 

【組合員】 

 

全国：厚生労働省 平成28年度国民医療費の概況 

 

14,875  

0 20000 40000 60000

呼吸器系の疾患 

新生物 

循環器系の疾患 

筋骨格系および結合組織の疾患 

消化器系の疾患 

尿路性器系の疾患 

内分泌,栄養および代謝疾患 

損傷,中毒およびその他の外因の影響 

精神および行動の障害 

眼および付属器の疾患 

皮膚および皮下組織の疾患 

感染症および寄生虫症 

神経系の疾患 

妊娠,分娩および産じょく 

周産期に発生した病態 

先天奇形,変形および染色体異常 

症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見等 

血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 

耳および乳様突起の疾患 

疾病大分類別 構成員一人当たり医療

費 

疾病大分類別 一人当たり医療費 全

国（全年齢） 

一人当たり医療費（円） 

【構成員】 
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STEP1-4　一人当たりの医療費

・男性では「高血圧性疾患」、「糖尿病」が高く、女性では「乳房の悪性新生物」、「高血圧性疾患」が高い。エ.

※ 厚生労働省 健康日本21では、生活習慣病の医療費を「悪性新生物」、「高血圧性疾患」、「糖尿病」、「虚血性心疾患」、「脳血管疾患」で示しており、都共済において

も、この5分野を生活習慣病の分析対象としている。（上記グラフでは生活習慣病の医療費として分析対象とした中分類疾病のうち、その他の疾病を削除.。） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,011  

2,539  

5,379  

0 2000 4000 6000

脳動脈硬化（症） 

肝及び肝内胆管の悪性新生物 

脳内出血 

胃の悪性新生物 

虚血性心疾患 

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 

悪性リンパ腫 

気管，気管支及び肺の悪性新生物 

くも膜下出血 

子宮の悪性新生物 

結腸の悪性新生物 

脳梗塞 

白血病 

糖尿病 

高血圧性疾患 

乳房の悪性新生物 

一人当たり医療費（円） 

【女性】 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,895  

3,347  

5,193  

0 2000 4000 6000

乳房の悪性新生物 

脳動脈硬化（症） 

肝及び肝内胆管の悪性新生物 

くも膜下出血 

胃の悪性新生物 

脳内出血 

白血病 

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪

性新生物 

脳梗塞 

気管，気管支及び肺の悪性新生物 

悪性リンパ腫 

結腸の悪性新生物 

虚血性心疾患 

糖尿病 

高血圧性疾患 

一人当たり医療費（円） 
【男性】 

 

エ.生活習慣病※に関わる疾病の一人当たり医療費（組合員）（平成28年度） 
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STEP１-5　生活習慣病の受診率

オ.   ・生活習慣病の受診率は3０歳代から増加傾向となっている。

オ．生活習慣病の受診率（組合員）（平成28年度） 

※受診率（‰）＝レセプト件数（件）/母数（人）×１,０００ 

0 50 100 150 200 250

00～04歳 

05～09歳 

10～14歳 

15～19歳 

20～24歳 

25～29歳 

30～34歳 

35～39歳 

40～44歳 

45～49歳 

50～54歳 

55～59歳 

60～64歳 

65～69歳 

70歳以上 

悪性新生物 内分泌、栄養及び代謝疾患 高血圧性疾患 脳血管疾患 虚血性心疾患 

受診率（‰） 
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STEP1-6　特定健診・保健指導の実施状況等

　 

カ.
キ.

ク.
ケ.

コ.
サ.
シ.

・特定健診の受診率は年々上昇しているものの平成27年度以降計画値を達成できていない。被扶養者の特定健診受診率が平成28年度46.8％と低い。→組合員は、事
業主(任命権者）からの健診データ集約の促進、被扶養者については、被扶養者向けの受診勧奨及び人間ドック助成事業の拡大などにより毎年実施率を伸ばしてきて
いるが、今後、さらに被扶養者の受診率を向上させる取組が求められる。被扶養者の健診被扶養者に対し、特定健診未受診のアンケート調査(平成27年度）を実施した
ところ、「医療機関に通院している」「職場(パート先等）で受診」という理由が多かった。既に医療機関に通院している方やパートタイム等の勤務先で健診を受けている方
が多いことから、多様な方策を展開し、受診率向上を図る必要である。また、健診を受診すると翌年受診しない傾向もみられるため、毎年継続的に受診するための意識
付けが必要。

・特定保健指導の実施率は年々上昇、都共済計画値を達成できている。全国と比較しても高い。しかし、平成24年度の48.1％をピークとしてここ数年間は横ばいである。
→組合員は各事業主と協定を締結し、協力体制を確保、事業所内での訪問型保健指導の導入等により大幅に実施率が向上しているから、事業所訪問型保健指導をさ
らに拡大し、実施率の向上を図る。

・特定保健指導終了者は翌年度の健診結果で32％が健診結果の改善等により情報提供者へ移行している。指導レベル別にみると積極的支援では42%が指導レベルが
改善、動機づけ支援では37.6％が改善している。
→平成20年度から特定保健指導を実施しており、複数回保健指導の対象となる人も多いことから、個別性を重視した支援を実施する事により、保健指導の充実強化を
図る。

【

全国共済：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導に関するデータ 
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年度

平成

27
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対象者率 実施率 都共済

計画値

キ．特定健診の実施率 全国共済との比較（平成27年度） 

 

 

ケ．特定保健指導の実施率 全国共済との比較(平成27年度） 
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% 

100.
0% 43.9

% 

4.3% 

33.3
% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成27年度 平成28年度 

情報提供（服薬なし） 

情報提供（服薬あり） 

動機付け支援 

積極的支援 
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39.1% 

48.2% 

28.9% 
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26.0% 
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80%

100%

平成27年度 平成28年度 

積極的支援 動機付け支援 

情報提供（服薬あり） 情報提供（服薬なし） 

サ．動機付け支援終了者(3,129)

の翌年度階層化の状況 

 

 

シ．積極的支援終了者(3,358)

の翌年度階層化の状況 

 

 

改善あり

32％ 
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7.6% 

19.2
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0%

20%

40%

60%

80%
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情報提供（服薬なし） 

情報提供（服薬あり） 

動機付け支援 

積極的支援 
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19.6 

5.2 

30.7 
35.8 

42.9 

48.1 46.9 45.6 
45.3 
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30%

40%

50%

全国共済 都共済 

【特定保健指導の実施率】 

ク．特定保健指導の対象者率及び実施率（経年推移） 

 

【特定健診の実施率 】 

カ．特定健診の実施率（経年推移） 

【特定保健指導の効果】 

コ．平成27年度保健指導終了者（6,487人）の翌年度の階層

化の状況（構成員） 

 

 

40.5% 

89.1% 
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45.9% 

95.3% 

84.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国共済被扶養者 

全国共済組合員 

全国共済構成員 

都共済被扶養者 

都共済組合員 

都共済構成員 
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STEP1-6　特定健診・保健指導の実施状況等

ス.

セ.

ソ.

タ.
チ.

・平成２７年度の特定保健指導の終了状況で平２８年度の検査値を比較すると、保健指導未利用者よりも指導終了者で検査値の改善状況がよく、とくに、終了者のう
ち４％以上体重減少した人の検査値の改善状況が良い。　→初回面接では、コーチングなどの手法を取り入れ、対象者が自らリスクを認識し、生活習慣改善に取り
組めるように支援していくと共に対象者の利便性を考慮したＩＣＴによる面接を検討していく。また、第二期実施計画で高い改善効果が示された方法（行動目標の際に
体重４％減を目標とする。１か月後を意識した目標設定を行う。１か月までの継続支援を手厚くする。）により、第三期実施計画についても支援していく。

・保健指導時に要医療者に対し、医療機関への受診勧奨を行っており、特にハイリスク値該当者に、受診勧奨に重点をおいた指導を実施。受診勧奨実施者の翌年
度の服薬状況をみると、15.6％が翌年度服薬を開始している。　→ハイリスク値該当者には医療機関受診による早期治療が重症化防止に重要であるため、受診勧奨
に重点をおいた指導を行っていく。

・平成21年度特定保健指導積極的支援参加者は不参加者と比較すると、健診検査値の改善が大きく、経年でも効果が持続している。また、平成20年度と比較し、メ
タボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は減少傾向がみられている。　→メタボ対策、生活習慣病対策として特定保健指導が有効であり、今後も推進してい
く。

・非対象者の流入状況は、肥満による流入が49.5％、リスクの悪化による流入が50.5％であった。　→非対象者に対する情報提供の強化を図る。個人の健康への気
づきにつながるよう、ＩＣＴの特性を活用したきめ細かな健康情報の提供や、個々人のリスクに応じた対応に一層の重点化を図り、共済組合全体の健康意識の底上げ
とへルスリテラシーの向上を図っていく。

【特定保健指導の効果】 
ス．特定保健指導の終了状況と検査値(中央値)の変化(構成員）(中性脂肪値） 
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(情報提供
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る 

流入 

49.5  
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80%
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平成27年度 平成28年度 

    

n=3549 

【非対象者の流入状況】 

 ソ．非対象者の流入要因(構成員) 

 

【特定保健指導 受診勧奨の効果】 
 セ．要医療者の受診状況(構成員) （脂質異常） 

 

 

10.4  10.6  

15.6  

0

5
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H21受診勧奨 

→H22服薬 
(n=434) 

H24受診勧奨 

→H25服薬 
(n=462) 

H27受診勧奨 

→H28服薬 
(n=392) 

61人 

49人 

服薬

あり

45人 

（％） 

チ．メタボリックシンドローム該当者および予備群の割合(構成員）   

12.5 12.5 13.1 12.6 11.8 11.6 11.9 11.8 12.1 

11.6 11.8 10.9 11.1 
10.8 11.0 10.7 10.5 10.4 

24.1 24.3 24.0 23.6 
22.6 22.6 22.6 22.3 22.5 
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-0.33 

-1.39 

-0.57 

-1.12 

-0.69 
-0.89 

-0.49 

-3

-2

-1

0

1

積極的支援参加者(n=2062) 積極的支援不参加者(n=4369)（cm）

対応のあるサンプルのｔ検定 **: p<0.01  *: p<0.05

H22-H21

**
H23-H21

**

H24-H21

**

H25-H21

**

H26-H21

**

（平成21年度平均 参加者92.10cm  不参加者92.69cm）

タ．特定保健指導による特定健診の検査値への改善効果(構成員）（腹囲減少量）   

n=3,549  
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STEP1-7　生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等

血圧の基準

収縮期血圧 拡張期血圧

正常血圧 130未満 かつ 85未満

正常高値 130～139 または 85～89

Ⅰ度高血圧 140～159 または 90～99

Ⅱ度高血圧 160～179 または 100～109

Ⅲ度高血圧 180以上 または 110以上
単位：mmHg

ツ.

【生活習慣病の早期治療のための受診勧奨】
・高血圧及び糖尿病で医療機関受診中で、かつ検査値が、受診勧奨判定値以上の者が一定数存在する。
・生活習慣病3疾患のレセプトがなく治療を受けていない者で、血圧値や血糖値が受診勧奨判定値以上の者が一定数存在する。

テ.

【生活習慣病の対象数の把握】
・受診勧奨判定値以上の者で、生活習慣病に関する医療機関への受診がない者が多数存在する。

高血糖リスクフローチャート(都共済全体)

受診勧奨（主治医に相談）対象者（0.3％） 受診勧奨対象者（0.7%）

コントロール不良の可能性（2.2%）

0.4%

(再掲)8.0以上 (838) (1.1%) (20) (0.0%) (0.2%)

7.0以上 2,109 2.7% 65 0.1% 1,770 2.2% 274 0.3%

290

3.7% 3,176

(679) (0.9%) (139)

1,202 1.5%

6.0～6.4 7,454 9.4% 1,315 1.7%

6.5～6.9 1,620 2.0% 128 0.2%

7,821 9.9% 24,090 30.5%

4.0%2,963

5.5～5.9 38,435 48.6% 6,524 8.3%

4,977 6.3%

5.2～5.4 22,476 28.4% 3,253 4.1% 3,400 4.3% 15,823 20.0%

該当者数 割合 該当者数 割合

5.1以下 6,931 8.8% 962 1.2% 992 1.3%

HbA1c区分 該当者数 割合 該当者数 割合

糖尿病レセなし 糖尿病レセあり

該当者数 12,247 該当者数 18,148

HbA1c実施

３疾患レセなし

該当者数 30,395 該当者数 48,630

該当者 79,025

38.5% 61.5%

３疾患レセあり

受診勧奨（主治医に相談）対象者（1.8%） 受診勧奨対象者（6.6%）

コントロール不良の可能性(6.4%）

48,775該当者数

61.5%38.5%

血圧測定実施

79,268該当者

３疾患レセなし

血圧分類

1,994

割合割合

0.6%

2.6%

11.6%

14.6%

70.5%

0.0%

0.2%

該当者数

55,858

11,609

9,209

該当者数

2.5%

14.6%11,538

0.2%

1.1%

5.3%

7.8%

47.1%

23

6,991

865

193

37,329

6,1554.4%

8.8%

2,088

504

1,260

189

1.6%

Ⅱ度高血圧

Ⅲ度高血圧

正常血圧

正常高値

Ⅰ度高血圧

0.4%

1.3%

4.7%

3,460

3,716

1,034

288

4,233

割合割合

高血圧レセあり

３疾患レセあり

30,493該当者数

該当者数該当者数

高血圧レセなし

15,004該当者数 15,489該当者数

テ．リスクフローチャート（構成員） 

【脳卒中/心疾患】 

ツ．生活習慣病・健診レべル判定と医療受診状況 

（構成員）（平成28年度）  

   【糖尿病】 
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STEP1-8　健康分布図等

　

　

ト

ナ.ニ.ヌ

・非肥満の生活習慣病リスク保有者（保健指導判定値、受診勧奨判定値及びハイリスク値該当者）は、全体の43.4％であり、肥満のリスク保有者21.4％より
多い。

・血圧検査、脂質検査、血糖検査において有所見者割合を比較すると、血糖検査で全国より保健指導判定値以上に該当する人が多い。

出典：全国データ 健康保険組

合連合会「健診検査値からみた

加入者(40～74歳）の健康状態

に関する調査分析」 

8,386人（ 10.5% ）

5,530人（ 7.0% ）

2,987人（ 3.8% ）

2,542人（ 3.2% ）

7,562人（ 9.5% ）

11,881人（ 14.9% ）

6,452人（ 8.1% ）

20,119人（ 25.3% ）

1,588人（ 2.0% ）

12,452人（ 15.7% ）

肥満非肥満

正常

保健指導判定値以上

受診勧奨判定値以上

都共済ハイリスク値以上

服薬者
肥満 26,975人（ 33.9% ）

非肥満のリスク保有者

43.4％

肥満のリスク保有者

21.4％

非肥満 52,524人（ 66.1% ）

 

 

70.1 

67.0 

15.7 

16.1 

10.8 

12.9 

3.4 

4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都共済

(N=80905）

全 国

判定別有所見者の割合の全国比較（平成27年度）

【血圧】

正常範囲内 保健指導判定 受診勧奨判定値 都共済ハイリスク値
（％）

正常範囲内（収縮期 130mmHg未満/拡張期 85mmHg未満） 

保健指導判定（収縮期 130mmHg以上/拡張期 85mmHg以上) 

受診勧奨判定値（収縮期 140mmHg以上/拡張期 90mmHg以上） 

都共済ハイリスク値（収縮期 160mmHg以上/拡張期 100mmHg以上） 

正常範囲内（中性脂肪 150mg/dl未満/HDL40mg/dl以上/LDL120mg/dl未満） 

保健指導判定（中性脂肪 150mg/dl以上/HDL39mg/dl以下/LDL120mg/dl以上） 

受診勧奨判定値（中性脂肪 300mg/dl以上/HDL34mg/dl以下/LDL140mg/dl以上） 

都共済ハイリスク値（中性脂肪 1000mg/dl以上/LDL180mg/dl以上） 

39.0 

38.4 

30.4 

29.9 

26.2 

27.0 

4.4 

4.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都共済

(N=80852）

全 国

判定別有所見者の割合の全国比較（平成27年度）

【脂質異常】

正常範囲内 保健指導判定 受診勧奨判定値 都共済ハイリスク値

（％）

正常範囲内（空腹時血糖 100mg/dl未満/HbA1c5.6%未満） 

保健指導判定（空腹時血糖 100mg/dl以上/HbA1c5.6%以上） 

受診勧奨及び都共済ハイリスク値（空腹時血糖 126mg/dl以上/HbA1c6.5%以上） 

64.9 

69.4 

31.2 

25.6 

3.9 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都共済

(N=80832）

全 国

判定別有所見者の割合の全国比較（平成27年度）

【血糖】

正常範囲内 保健指導判定 受診勧奨判定値
（％）

ト．肥満・非肥満リスク保有状況（構成員） 平成28年度 ニ．脂質検査 

ヌ．血糖検査 ナ．血圧検査 
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STEP1-9　糖尿病の医療費

ネ. ・糖尿病が重症化し、インスリン療法や人工透析が必要な状況になると、一人当たり医療費が高くなり、総医療費を押し上げる要因となる。

ネ．生活習慣病の重症化と医療費・糖尿病（構成員）（平成28年度） 

 

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

糖尿病性腎症あり、人工透析なし 

糖尿病性腎症あり、人工透析あり 

インスリン療法あり 

糖尿病あり、糖尿病の重症化・合併症対象疾患なし 

糖尿病あり、糖尿病の重症化・合併症対象疾患あり 

一人当たり 

総医療費 

（円） 

一人当たり 

医科医療費（円） 

一人当たり 

調剤医療費（円） 
(円） 
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STEP1-10 悪性新生物の医療費・受診者数

ノ.

ハ.ヒ.
・悪性新生物の医療費は、男性は40歳代から、女性は30歳代から増加する。部位別でみると乳房の悪性新生物が医療費・受診者数ともに
多い。

・悪性新生物は医療費全体の10.0%を占め、生活習慣病5分野の中で最も医療費が高い。

ノ．医療費全体に占める悪性新生物医療費の割合(構成員）（平成28年度） 

 

 

ハ．年齢階級別新生物の医療費（構成員）（平成２8年度） 

 

悪性新生物 10.0%

糖尿病 2.3%

高血圧性疾患 3.4%

脳血管疾患 2.1%

虚血性心疾患 1.3%

その他の疾病

77.7%
22.3%

構成員一人当たり医療費：105,618 円

構成員一人当たり生活習慣病医療費：23,556 円

生活習慣病

その他の内分泌，

栄養及び代謝疾患 3.2%

ヒ．主な悪性新生物の部位別の受診者数及び医療費（構成員）（平成28年度） 

 

   

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

受診者数 

(人) 

   

 

0

100

200

300

400

500

医療費 

(百万円) 

   
 

0

50

100

150

200

250
白血病 

悪性リンパ腫 

乳房の悪性新生物 

気管，気管支及び肺の悪性新生物 

肝及び肝内胆管の悪性新生物 

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 

結腸の悪性新生物 

胃の悪性新生物 

0

50

100

150

200

250
白血病 

悪性リンパ腫 

子宮の悪性新生物 

乳房の悪性新生物 

気管，気管支及び肺の悪性新生物 

肝及び肝内胆管の悪性新生物 

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 

結腸の悪性新生物 

胃の悪性新生物 

【男性】 【女性】 

（百万円） （百万円） 

※良性新生物及びその他の新生物、その他の悪性新生物を除く 
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STEP1-11　生活習慣の状況

身体活動

日常生活に
おいて歩行又
は同等の活
動を1日1時
間以上実施し
ている者の割
合

運動習慣

1日30分以上
の軽く汗をか
く運動を週2
日以上、1年
以上実施して
いる者の割合

 食習慣

朝食を抜くこ
とが週に3回
以上ある者の
割合

  喫煙 喫煙率

  睡眠

睡眠で十分
休養が取れ
ている者の割
合

ヘ.
・全国と比較すると、男女とも喫煙率や毎日飲酒する人の割合が低い。運動習慣のある者の割合は、男性は全国より高いものの女性は低
い。睡眠で休養が十分取れている者の割合は、男女とも全国より低い。

・喫煙率は年々減少し、平成28年度で17.5％である。運動習慣のある者の割合は平成28年度で27.1％と低い。1日1時間以上の身体活動を
実施している者の割合は上昇傾向がみられるものの、平成28年度で39.1％である。

フ.

フ．生活習慣の状況（構成員）（平成20年度から平成2８年度までの経年推移） 

 
ヘ．生活習慣の状況（構成員 男女別 全国との比較）（平成2７年度） 

 

 

出典：全国データ 健康保険組合連合会  平成27年度特定健診の「問診回答」に関する調査 

は

い

全国 男性 36.7 速い ふつう 遅い

都共済 男性 27.7 全国 男性 35.6 56.1 8.3

全国 女性 12.6 都共済 男性36.3 56.7 7.0

都共済 女性 7.7 全国 女性 26.8 63.2 10.0

都共済 女性32.7 58.0 9.3

毎日 時々ほとんど飲まない
(飲めない)

全国 男性 38.2 34.4 27.5

都共済 男性 23.9 46.1 30.0

全国 女性 15.1 32.7 52.2

都共済 女性 13.6 37.1 49.3

1合未満1～2合未満2～3合未満3合以上

全国 男性 37.7 35.4 19.7 7.3 

都共済 男性 37.2 29.7 22.3 10.7 

全国 女性 69.3 22.1 6.7 1.9 

都共済 女性 66.8 24.9 6.6 1.7 

はい はい

全国 男性 23.5 全国 男性 34.8 はい

都共済 男性 34.0 都共済 男性37.8 全国 男性 47.8

全国 女性 19.1 全国 女性 37.7 都共済 男性46.5

都共済 女性 18.1 都共済 女性39.8 全国 女性 44.5

都共済 女性45.0

はい

全国 男性 59.5

都共済 男性 51.8

全国 女性 58.1

都共済 女性 48.9

現在、たばこを習慣的に吸っている

１回３０分以上の軽く汗をかく運動を

週２日以上、１年以上実施

日常生活において歩行又は同等の

身体活動を1日1時間以上実施

ほぼ同じ年齢の同性と比較して

歩く速度が速い

睡眠で休養が

十分とれている

お酒を飲む頻度

飲酒日の１日当りの飲酒量

人と比較して食べる速度が速い

36.7 

27.7 

12.6 

7.7 

0

10

20

30

（％）

35.6 

56.1 

8.3 

36.3 

56.7 

7.0 

26.8 

63.2 

10.0 

32.7 

58.0 

9.3 

0

20

40

60

速い ふつう 遅い

（％）

38.2 
34.4 

27.5 
23.9 

46.1 

30.0 

15.1 

32.7 

52.2 

13.6 

37.1 

49.3 

0

20

40

毎日 時々 ほとんど飲まない

(飲めない)

（％）

37.7 35.4 

19.7 

7.3 

37.2 
29.7 

22.3 

10.7 

69.3 

22.1 

6.7 
1.9 

66.8 

24.9 

6.6 
1.7 

0

20

40

60

1合未満 1～2合未満 2～3合未満 3合以上

（％）

23.5 

34.0 

19.1 18.1 

0

10

20

30

40
（％） 34.8 

37.8 37.7 39.8 

0

10

20

30

40
（％） 47.8 46.5 44.5 45.0 

0

20

40

（％）

59.5 
51.8 

58.1 

48.9 

0

20

40

60
（％）

36.7% 
35.1% 

36.4% 

38.2% 
37.6% 

40.1% 

38.2% 38.7% 39.1% 

35%

37%

39%

41%

28.4% 

26.9% 
27.5% 

28.2% 

27.1% 

28.6% 

27.3% 
26.8% 

27.1% 

26%
27%
28%
29%

14.8% 
13.6% 

13.5% 13.6% 
13.1% 14.0% 

13.5% 
13.7% 14.0% 

12%

13%

14%

15%

25.8% 
25.0% 23.5% 

21.4% 20.6% 20.0% 19.2% 
18.4% 17.5% 

17%
19%
21%
23%
25%

52.2% 

49.6% 

52.8% 

54.6% 

51.7% 
53.4% 

51.6% 50.5% 

49.6% 49%

51%

53%

55%
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STEP1-12　精神疾患の医療費

ホ.マ.
ミ.

・28年度総医療費のうち、神経・精神疾患に係る医療費は8.6％であり、呼吸器系疾患、新生物、循環器系疾患の次に位置する。
疾患別にみると気分(感情）障害(躁うつ病を含む）、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害、睡眠障害が多い。
精神疾患の受診者は40歳以上で多く、平成28年度では40～59歳までの年齢階級で52.7％を占める。

マ．精神疾患(中分類)の受診者の推移（構成員）（平成26～28年度） 

 

606 773 571 736 468 609 
874 1905 831 1820 806 1745 

5295 

7688 

5289 

7725 

5145 

7504 

5238 

9264 

5398 

9498 

5581 

9433 
1882 

2473 

1963 

2619 

2145 

2791 

271 

1000 

212 

879 

214 

860 

2662 

9958 

2654 

9931 

2634 

9518 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

主傷病 傷病名

に 

含まれる 

主傷病 傷病名

に 

含まれる 

主傷病 傷病名

に 

含まれる 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

  延べ受診者数（人） 

33,061 33,208 32,460 

16,99
3 

16,828 16,918 

 平成27年度   平成26年度  平成28年度 

3.4% 4.0% 3.7% 3.1% 3.5% 

12.2% 13.0% 13.2% 15.7% 14.8% 

1.2% 
1.4% 1.3% 

1.6% 1.4% 6.0% 
6.0% 6.0% 

5.9% 6.5% 
5.9% 

5.5% 5.5% 
5.3% 4.2% 

3.2% 3.2% 3.1% 
3.7% 

3.3% 
4.2% 4.3% 4.2% 

3.1% 4.1% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.2% 

9.7% 9.3% 9.3% 
11.3% 11.5% 

13.3% 13.5% 13.5% 
10.8% 12.3% 

6.5% 6.5% 6.6% 6.6% 
6.9% 

4.1% 4.1% 4.0% 3.0% 
3.7% 

7.1% 6.8% 7.2% 6.8% 
6.8% 

6.8% 6.6% 6.1% 6.3% 
6.2% 

2.8% 2.6% 2.7% 3.4% 
2.6% 

2.6% 2.5% 2.5% 3.1% 2.4% 2.1% 2.0% 2.2% 2.5% 2.0% 1.8% 1.9% 1.9% 1.3% 1.6% 
5.9% 5.6% 5.6% 5.4% 5.0% 
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年
度 
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共
済 
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成
２
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度 
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済 

平
成
２
８
年
度 

都
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済 
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７
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調
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共
済
） 

平
成
２
７
年
度 

医
療
給
付
実
態
調
査(

健
保
） 

ⅩⅨ損傷，中毒及びその他の外因の

影響 

ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・

異常検査所見で他に分類されないもの 

ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常 

ⅩⅥ周産期に発生した病態  

ⅩⅤ妊娠，分娩及び産じょく 

ⅩⅣ腎尿路生殖器系の疾患 

ⅩⅢ筋骨格系及び結合組織 の疾患 

ⅩⅡ皮膚及び皮下組織の疾患 

ⅩⅠ消化器系の疾患 

Ⅹ呼吸器系の疾患 

Ⅸ循環器系の疾患  

Ⅷ耳及び乳様突起の疾患 

Ⅶ眼及び付属器の疾患 

Ⅵ神経系の疾患 

Ⅴ精神及び行動の障害 

Ⅳ内分泌，栄養及び代謝疾患 

Ⅲ血液及び造血器の疾患並びに免疫

機構の障害 

Ⅱ新生物 

Ⅰ感染症及び寄生虫症 

ホ. 総医療費に占める精神及び行動の障害・神経系の疾患の割合（構成員） 

(平成26～28年度) 

 

   ミ．年齢階級別精神疾患受診者数と受診率(平成26～28年度) 
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STEP1-13　歯科の医療費

ム.メ.
・歯科の総医療費は平成28年度40.3億円、総医療費の約11％であり、過去3年間横ばいである。年齢階級別でみると、５～9歳ではう蝕(虫
歯）の医療費が高く、年齢階級が上がるにつれて低くなり、40歳以上で再び高くなる。すべての年齢階級において、歯肉炎及び歯周疾患の
歯科医療費が最も多くを占めている。

ム．総医療費の推移（平成26～28年度） 

 

メ．年齢階級別疾患別の歯科医療費（構成員）(平成28年度） 

0

100

200

300

400

500

600
その他 

歯及び歯の支持組織のその他の障害 

その他の歯及び歯の支持組織の障害 

歯肉炎及び歯周疾患 

う蝕 

   (百万円) 

8,269 8,216 8,428 

14,804 15,174 15,044 

4,009 4,000 4,033 

8,159 8,434 8,063 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

（百万円） 

      

35,824 
35,56

8 

+1.7％ ▲0.7％ 

+3.4％ ▲4.4％ 

+2.5％ 

▲0.6％ 

▲0.9％ 

医科入院 医科入院外 歯科 調剤 

35,241 

▲0.2％ +0.8％ 

+2.6％ 
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STEP1-14　後発医薬品の使用状況

モ.ヤ. ・後発医薬品使用割合は28年度65.7％と年々増加している。年齢階級別でみても着実に増加しているが、全国と比べると1.1％少ない。

モ．後発医薬品の使用割合（数量シェア、調剤、新指標） 年次推移（構成員） 

全 国 

ヤ．後発医薬品の使用割合比較 26年度～28年度（構成員 数量ベース） 

都共済 
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STEP2　健康課題の抽出
対策の方向性 

・特定健診の実施率は、平成27年度以降計画値を達成できて

いない。被扶養者の特定健診受診率が46.8％と低い。 

・健診未受診理由として「医療機関に通院している」「職場

（パート先等）で受診」という理由が多い。 

・特定保健指導を円滑に実施するため、事業主別に特定健康診査・保健指導の

実施率、保健指導の効果などをまとめた「健康状況報告書」を提供し、任命権者

と緊密な連携を図っていく。組合員が勤務先で受けられる事業所訪問型保健指

導をさらに拡大し、実施率向上を目指す。 

・初回支援では、コーチングなどの手法を取り入れ、対象者が自らリスクを認識

し、生活習慣改善に取り組めるよう支援していく。 

・第二期で高い改善効果が示された方法①行動目標の際に体重４％減を目標と

する。②１か月後を意識した目標設定を行う。③１か月までの継続支援を手厚く

する、により支援していく。 

・複数回にわたる保健指導の対象となる方へ、個別性を重視した支援を実施する

事により、保健指導の充実強化を図る。 

⇒コラボヘルス、重症化予防、意識づけ等 

カ

キ 

・一人当たり医療費は、構成員でみると、「呼吸器系の疾患」

が高く、続いて「新生物」「循環器系の疾患」が高い。 

・組合員のみでは、「新生物」が最も高く、続いて「循環器系の

疾患」「呼吸器系の疾患」が高い。 

・「呼吸器系の疾患」の中分類をみると、「その他の急性上気道感染症」や「喘

息」、インフルエンザを含む「その他の呼吸器系の疾患」の医療費が高いことか

ら、共済だより等広報を活用し呼吸器疾患の予防や、インフルエンザの予防接種

の啓発及び実施を推進していく。⇒意識づけ等 

・「新生物」の中分類をみると、子宮筋腫等を含む「良性新生物及びその他の新

生物」、「乳房の悪性新生物」「大腸の悪性新生物 」が高い。人間ドックの活用

や、職場のがん検診の受診促進の啓発によるがんの早期発見・早期受診を促

す。⇒意識づけ等 

・大分類の「循環器系の疾患」、中分類の「高血圧性疾患」「糖尿病」は予防対策

が可能な疾患であり、保健事業の介入効果が最も期待できる疾患である。特定

健診・特定保健指導を主軸とした生活習慣病対策を推進していく。⇒コラボヘル

ス、意識づけ等 

・若年層から生活習慣病予防に対する意識啓発を図る。⇒意識づけ 

ウ 

・生活習慣病の一人当たり医療費は、男性では「高血圧性疾

患」、「糖尿病」が高く、女性では「乳房の悪性新生物」「高血圧

性疾患」が高い。 

エ 

・特定保健指導の実施率は、平成24年度48.1％をピークとして

ここ数年間は横ばいである。 

ク

ケ 

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 

・特定保健指導の利用者の32％が翌年度特定保健指導の対

象から外れ、情報提供者へ移行している。 

コ

サ

シ 

・被扶養者の特定健診受診率向上を図るため、①受診環境の整備、②多様な健

診機会の提供、③医療機関との適切な連携、④組合員を通じた受診勧奨や制度

周知の徹底 を進めていく。また、毎年受診することへの意識付けが大切なこと

から、継続的な受診に向けた普及啓発を実施していく。⇒意識づけ 

・保健指導終了者で、特に4％以上体重減少した人の、検査値

の改善状況が良い。 
ス 

オ ・生活習慣病の受診率は30歳代から増加傾向となっている 
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・生活習慣病有病者の未治療者に対し、早期に医療機関受診に向けた取組をさ

らに強化していく。 

・特定保健指導の対象にならないが、生活習慣病リスクを有する者に対して、特

に重症化リスクが高い人に対し、事業主と連携を図りながら、個別通知による医

療機関への受診勧奨を行う。また、引き続き、特定健診データから、ハイリスク値

対象者リストを作成し、事業主が実施する定期健診後の事後措置（保健指導、産

業医面談による受診勧奨等）に役立てていただくよう情報提供を行っていく。 

・特定健診結果通知と生活習慣病に関する情報提供について、紙媒体やＩＣＴを

利用した個人の健診結果に基づく情報提供（健康情報提供サービス）を充実強化

していく。 

⇒意識づけ、重症化予防、コラボヘルス 

ツ 

・高血圧及び糖尿病で医療機関受診中で、かつ検査値が、受

診勧奨判定値以上者が一定数存在する。 

・生活習慣病3疾患のレセプトがなく治療を受けていない者で、

血圧値や血糖値が受診勧奨判定値以上の者が一定数存在

する。 

ト 

対策の方向性 基本分析による現状把握から見える主な健康課題 

・非肥満の生活習慣病リスク保有者（保健指導判定値、受診

勧奨判定値及びハイリスク値該当者）は、全体の43.4％であ

り、肥満のリスク保有者21.4％より多い。 

テ 

・血圧検査、脂質検査、血糖検査において有所見者割合を比

較すると、血糖検査で全国より保健指導判定値以上に該当す

る人が多い。 

・糖尿病が重症化し、インスリン療法や人工透析が必要な状

況になると、一人当たり医療費が高くなり、総医療費を押し上

げる要因となる。 

ネ 

・受診勧奨判定値以上の者で、生活習慣病に関する医療機関

への受診がない者が多数存在する。 

ナ

ニ 

・糖尿病は放置すると、様々な合併症を引き起こすため、特定保健指導の推進、

要医療者に対する個別受診勧奨、共済だよりや健康情報提供サービスの活用等

による組合員及び被扶養者へ情報提供の強化、職場への専門講師派遣、シティ

ホール診療所との連携等により糖尿病の発症予防及び重症化予防に取り組む

（血糖値対策）。 

⇒意識づけ、重症化予防、コラボヘルス 

・特定保健指導時に要医療者に対し、医療機関への受診勧奨

を行っており、特にハイリスク値該当者には、受診勧奨に重点

を置いた指導を実施している。 

・受診勧奨実施者の15.6％が翌年度服薬を開始している。 

セ 
・ハイリスク値該当者には医療機関受診による早期治療が重症化防止に重要で

あるため、受診勧奨に重点をおいた指導を行っていく。⇒重症化予防 

タ

チ 

・平成21年度特定保健指導積極的支援参加者は不参加者と

比較すると、健診検査値の改善が大きく、経年でも効果が持

続している。また、平成20年度と比較し、メタボリックシンドロー

ム該当者及び予備群の割合は減少傾向がみられている。 

・非対象者に対する情報提供の強化により、特定保健指導対象者への流入を防

止していく。特定健診結果通知に生活習慣病に対する情報提供の充実を図る。 

・個人への健康への気づきにつながるよう、ＩＣＴの特性を活用したきめ細かな健

康情報の提供や、個々人のリスクに応じた対応に一層の重点化を図り、共済組

合全体の健康意識の底上げと、ヘルスリテラシーの向上を図っていく。⇒意識づ

け 

ソ 
・非対象者の特定保健指導対象者への流入状況をみると、肥

満による流入が49.5％、リスクの悪化による流入が50.5％であ

る。 

・メタボ対策、生活習慣病対策として特定保健指導が有効であり、今後も推進して

いく。   ⇒意識づけ、重症化予防、コラボヘルス 
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・人間ドック、特に女性ドックの活用により、がんの早期発見・早期受診を促すとと

もに、任命権者連絡会等を活用し、がん予防に関する情報提供の強化を図る。 

・喫煙はがんに大きく寄与する因子の１つであることから、禁煙に関する啓発や

情報提供を強化するとともに、禁煙外来の受診促進、禁煙講習会などにより禁煙

支援を実施していく。⇒意識づけ 

ム 

メ 

・生活習慣については、「喫煙率」は年々減少しているが、「運

動習慣のある者」の割合が低い。全国と比較すると、「睡眠で

休養が十分取れている者」の割合は、男女とも全国より低い。 

ホ

マ 

ミ 

・悪性新生物は生活習慣病５分野の中で最も医療費が高い。 

・悪性新生物の医療費は、男性は40歳から、女性は30歳代か

ら増加する。 

・部位別でみると、乳房の悪性新生物が医療費・受診者数とも

に多い。 

・健康寿命の延伸のためには、一人ひとりが生涯にわたる健康習慣を身につけ

ることが重要であるため、組合員とその家族が、日常的にスポーツに親しみ、気

軽に運動に取り込めるよう、体育施設事業を充実させていく。 

・東京2020大会を機に、より多くの組合員がスポーツに親しみ、日常的に運動を

楽しむ習慣が身につけられるよう、スポーツイベントやサービスの展開、健康情

報提供サービスのポイントプログラムの再構築によりスポーツ気運を高めていく。

⇒意識づけ  

・心身のリフレッシュと健康増進に資するようセラピー事業を実施していく。⇒意識

づけ 

・後発医薬品使用割合は28年度65.7％と年々増加している。

年齢階級別でみても着実に増加しているが、全国と比べると

1.1％少ない。 

引き続き、後発医薬品への切替え促進を図っていく。⇒意識づけ 
モ 

ヤ 

対策の方向性 基本分析による現状把握から見える主な健康課題 

ノ

ハ 

ヒ 

・歯科の総医療費は平成28年度40.3億円、総医療費の約

11％であり、過去3年間横ばいである。 

・年齢階級別でみると、5～9歳ではう蝕(虫歯）の医療費が高

く、年齢階級が上がるにつれて低くなり、40歳以上で再び高く

なる。 

・すべての年齢階級において、歯肉炎及び歯周疾患の歯科医

療費が最も多くを占めている。 

・広報により歯科口腔ケアの情報提供の強化を図ると共に、組合員に向けて各職

場で開催される講習会に専門講師を派遣する「専門講師派遣事業」において「歯

と口のセミナー」を充実させ、健康意識の向上を図る。 

⇒意識づけ、コラボヘルス 

・総医療費のうち、神経・精神疾患に係る医療費は8.6％であ

り、呼吸器系疾患、新生物、循環器系疾患の次に位置する。 

・疾患別にみると気分(感情）障害(躁うつ病を含む）、神経症性

障害、ストレス関連障害及び身体表現障害、睡眠障害が多

い。 

・精神疾患の受診者は40歳以上で多く、40～59歳までの年齢

階級で52.7％を占めている。 

・任命権者が実施するメンタルヘルス対策を支援するため、これまでの「こころの

相談」に、個々のニーズに応じたアドバイスや関係医療機関等の情報提供を強化

する「トータルサポート機能」を付加して実施していく。また、各職場の安全衛生、

人事担当者、管理監督者等を対象としたメンタルヘルス対策講習会を開催してい

く。⇒意識付け、コラボヘルス 

フ 

ヘ 
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報
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健
事
業
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状
況

 

・大規模な共済組合であり、事業主数が多い。 

・組合員の年齢構成や職種、職務内容等は所属する職

場によって異なる。 

・被扶養者の特定健診受診率が低い。特定保健指導の

実施率は、目標値を超えているものの横ばいである。 

・健康情報提供サービスの利用率が低い。 

・事業主のストレスチェックの受検率は89.5％、集団分析

は94.5％、環境改善は44.5％の任命権者で実施してい

る。 

・共済の支援として「都共済ストレスチェック」の提供やメ

ンタルヘルス対策講習会等を実施。 

・職場での健康づくりの取組では、健康講習会への参加

者の低迷や職員が参加しやすく効果的な健康づくり対策

の企画が課題となっている。 

・被扶養者の長期健診未受診理由として、「医療機関に通院している」、「職

場（パート先等）で受診」という理由が多いことから、受診環境の整備、多様

な健診機会の提供、医療機関との適切な連携を図っていく。 

・特定保健指導では事業主とのコラボヘルスによる取組を強化し、実施率の

向上を図る。また、非対象者の流入防止も課題である。 

・個別性が高く、わかりやすい健診結果の情報提供により、自らの健康状況

や生活習慣改善の必要性を認識し、行動変容に結び付ける。 

・ストレスチェック制度について、集団分析結果を活用した職場の環境改善

や心身の健康づくりに向けた取組を支援するための講師派遣などを実施。 

・メンタルヘルス対策として、引き続き現場のニーズに応じたテーマ設定や講

師の選定が不可欠。 

・職場のニーズに合わせた講師・講義内容の充実。 

・集団全体に働きかけるポピュレーションアプローチと、危険度がより高い者

に対して働き掛けるハイリスクアプローチの両面から保健事業を推進してい

く。 

・職場ごとの特性・健康課題やニーズにあった取組を、事業主とのコラボヘル

スのさらなる強化により実施し、職場の健康課題の解決、職員の健康維持・

増進、健康意識の醸成を図る。 

対策検討時に留意すべき点 特徴 
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ＳＴＥＰ３　保健事業の実施計画

資格 対象
事業所 性別 対象者 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 アウトプット アウトカム

医
療
費

適
正
化

7 医療費分析

医療費の増加対策や疾病予防
に向けた効果的な保健事業を
行うための基礎資料とするた
め、医療費や健診等のデータを
用いた分析を実施する。

組合員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 全員 1
「基礎分析」のほか、医療費抑
制の観点から効果的なテーマ
を選び分析を実施する。

「基礎分析」のほか、レセプト
データと特定健診データ等を組
み合わせた「総合分析」を実施
する。

「基礎分析」のほか、医療費抑
制の観点から効果的なテーマ
を選び分析を実施する。

「基礎分析」の
ほか、レセプト
データと特定健
診データ等を組
み合わせた「総
合分析」を実施
する。

「基礎分析」の
ほか、医療費
抑制の観点か
ら効果的なテー
マを選び分析
を実施する。

「基礎分析」の
ほか、レセプト
データと特定健
診データ等を組
み合わせた「総
合分析」を実施
する。

・全事業主(任命権者)への結果
  配付
・概要の公表

・事業主の健康状況の把握
・医療費の節減

7
健康状況報告書
（特定健診データ）

事業主ごとの特定健診受診職
員の健康状況の特徴を当該事
業主と共有し、必要な健康対策
に役立ててもらうとともに協力・
連携を図る。

組合員 全て 男女 40 ～ 74 全員 1

事業主ごとに健診データに基づ
く分析を行い、都共済全体との
比較を行うなど、事業主に情報
提供を行う。

継続 継続 継続 継続 継続
全ての事業主への健康状況
報告書の提供及び説明

事業主の健康状況の把握

7 任命権者連絡会

健康づくりの取組の充実を図る
ため、事業主の安全衛生・健康
管理担当者への情報提供や情
報交換を行う連絡会を開催

組合員
（担当者）

全事
業主
（任命
権者）

男女 担当者 1
国や都の健康増進関連施策の
動向等に応じ、年数回開催

継続 継続 継続 継続 継続 出席者への情報提供の実施
健康づくりの必要性や事業主
の取組状況の理解

組合員 18 ～ 全員

被扶養者 20 ～ 74 全員

1
特定健診
（組合員）

法定事業。メタボリックシンド
ロームに着目した健康状況の
把握及びリスク者のスクリーニ
ング。受診率向上を図る。

組合員 全て 男女 40 ～ 74 全員 2
事業主と引き続き連携・協力す
る。

継続 継続 継続 継続 継続 健診実施の促進（実施率97%）
受診者の健康改善・維持
（特定保健指導の対象者率
  減少）

1
特定健診
（被扶養者）

法定事業。メタボリックシンド
ロームに着目した健康状況の
把握及びリスク者のスクリーニ
ング。受診率向上を図る。

被扶養者 全て 男女 40 ～ 74 全員 1
健診受診率の向上に向けて、
広報やインセンティブの充実を
図る。

継続 継続 継続 継続 継続 健診実施の促進（実施率63%）
受診者の健康改善・維持
（特定保健指導の対象者率
  減少）

特
定
保
健

指
導

3 特定保健指導
法定事業。メタボリックシンド
ロームの減少を目的に保健指
導を実施。

組合員
被扶養者

全て 男女 40 ～ 74
基準

対象者
1

事業主と引き続き連携・協力
し、組合員の勤務先での「訪問
型保健指導」を維持拡大する。

継続 継続 継続 継続 継続 実施の促進（実施率45%）
実施者の健康改善・維持
（特定保健指導の対象者率
  減少）

広
報

7 広報誌発行
組合員とその家族に対する情
報媒体として活用

組合員
被扶養者

全て 男女 18 ～ 全員 1
アンケート等で組合員の意向を
把握しつつ、各担当と調整して
関連記事の掲載を行う。

継続 継続 継続 継続 継続
組合員及びその家族が興味を
持って読める広報誌の作成

組合員及び家族の積極的な
健康づくりの取組向上

・自らの健康状況・生活習慣
  改善の必要性の理解

・利用者の健康に対する意識
  向上

個別の事業

特
定
健
診

継続 継続 継続 継続 継続

・特定健診受診者へ結果通知
に
  よる情報提供

・Webによる健康情報提供サー
  ビスの利用の促進

加入者への意識づけ

健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
支
援

2
7

個別的情報提供
（健康情報提供サービ
ス）

加入者の健康意識を高め、自
発的な健康の維持・改善行動
を促す目的で本人の健診デー
タに基づく個別性を重視した情
報提供をＷｅｂ媒体と紙媒体を
組み合わせて実施

全て 男女 1

（特定健診結果の個別通知）
　Webや紙による特定健診結果
通知と合わせて個別の健康リ
スク情報提供を行う。

（Webによる健康情報提供サー
ビス）
・健康づくりのためのモチベー
ション向上を図るため、健康状
態や健康づくりへの取組を評価
する健康ポイントプログラムの
内容をさらに充実させる。
・職場や家族での一体的な取
組を促進するため、職場単位で
の各種イベント開催などを行
う。

注2)

 実
施
 主

実施内容（予定） 目標（達成時期：平成35年度末）

年齢

職場環境の整備

健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
支
援

－

区分

注1)

事
業
分

事業名 事業の目的および概要

対象者

24



ＳＴＥＰ３　保健事業の実施計画

資格 対象
事業所 性別 対象者 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 アウトプット アウトカム

4 専門講師派遣

希望する事業所の講習会等へ
講師を派遣することで、任命権
者が行う健康教育を支援する。
講習内容は、運動、食事、メン
タルヘルス、口腔、禁煙など。

組合員 全て 男女 18 ～ 全員 3

健康課題を踏まえ、糖尿病、睡
眠、がんの１次予防に関する講
座の新設、禁煙推進も含めた
「歯と口の健康セミナー」の充
実等を図る。

継続 継続 継続 継続 継続 年間300回程度の教室開催
・生活習慣の改善による生活習
慣病等予防
・喫煙率の減少

7
スポーツクラブ利用助
成

運動習慣づくりを支援するた
め、施設利用料金の一部を助
成。

組合員
被扶養者

全て 男女 18 ～ 全員 1

・未利用者向けキャンペーンの
実施、助成金を継続実施し、利
用促進を図る。
・パーソナルトレーナーによる個
別指導プログラムとして「ス
ポーツクラブパーソナルチケッ
ト」を実施。

継続 継続 継続 継続 継続 利用促進 運動習慣のある者の増加

4
若年層に対する生活習
慣病予防対策

若年層への生活習慣病予防対
策として、新規採用職員及び35
歳職員に向けたパンフレットを
作成・配布する。

組合員 全て 男女 全員 3
掲載内容の見直しを行いなが
ら、パンフレットの配布を行う。

継続 継続 継続 継続 継続 パンフレットの配布（2回/年）
対象者の健康に対する意識
向上

組合員
・こころの健康チェック＆アドバ
イス（都共済ストレスチェック）
の利用促進

被扶養者
・メンタルヘルス対策講習会の
  実施

1 人間ドック利用助成

特定健診や事業主の定期健診
による健康管理を補完する。が
んの早期発見・早期治療を促
進する。

組合員
被扶養者

全て 男女 35 ～ 全員 1

・節目ドック(45、50歳対象)を引
き続き実施する。
・女性ドックキャンペーン及びペ
ア割キャンペーンを引き続き実
施する。

継続 継続 継続 継続 継続 受診の促進 受診者の健康改善・維持

4
非肥満リスク保有者に
対する対応

特定保健指導の対象とならな
い非肥満でリスクを保有する者
への受診勧奨

組合員 一部 男女 40 ～ 74
基準

対象者
3

事業主と連携・協力し、非肥満
のリスク保有者へ受診勧奨等
を行う。

継続 継続 継続 継続 継続 受診の促進
・対象職場の非肥満のリスク保
有者の減少

3
4
6

血糖値対策（糖尿病予
防・重症化抑制）

特定健診結果から生活習慣病
有所見者の状況をみると、血糖
に関して有所見者（保健指導判
定値以上）の割合が全国（健康
保険組合）より高い結果であっ
た。このことから、糖尿病の発
症予防及び重症化予防に取り
組む。

組合員
被扶養者

全て 男女 40 ～ 74 全員 1,3

・糖尿病予防の情報提供強化
・糖尿病予防講座の実施
・特定保健指導の実施
・非肥満の糖尿病未治療者へ
の受診勧奨
・シティ・ホール診療所との連携
強化

継続 継続 継続 継続 継続 血糖値対策事業の推進 糖尿病有所見者の減少

4
7

がん対策の推進

働き盛り世代の主要な死亡原
因であるがんについて、正しい
知識や予防法等の情報発信を
行う。また、がんリスクの低減を
目指し、禁煙支援を実施する。

組合員 全て 男女 ～ 全員 1

・任命権者連絡会や専門講師
派遣を通じた情報提供
・たばこ、禁煙外来に関する啓
発チラシの作成・配布

継続 継続 継続 継続 継続
任命権者連絡会やチラシ等に
よる情報提供と啓発

がん予防に取り組む組合員の
増加（がん検診受診率の向上・
喫煙率の減少等）

7 医療費通知

医療保険給付の適正化
医療費や健康に対する理解を
深めてもらうため、世帯医療費
を通知する。

組合員 全て 男女 0 ～ 74
受診者
全員

1

・医療費控除の際に使用できる
ことや留意点等について周知を
図る。また、通知の見方につい
てもよりわかりやすく周知して
いく。

継続 継続 継続 継続 継続 通知の配布（2回／年）
・医療費の節減
・健康意識の向上

7
後発医薬品切替差額
通知

医療保険給付の適正化
患者負担の軽減及び医療保険
財政の改善のため、切替差額
通知による普及啓発を行う。

組合員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74
基準

対象者
1

広報紙［共済だより（7月・1月）］
によりＰＲの充実を図る。

継続 継続 継続 継続 継続
・差額通知の配布（１回／年）
・後発医薬品への切替促進

薬剤費の節減

注１）　１．健康診査　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他
注２）　１．共済組合　　２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　３．共済組合と事業主との共同事業

医
療
費
適
正
化

継続 継続 継続
心の健康づくりの理解・対応力
向上

1
講習会の実施等により、メンタ
ルヘルス対策の充実を図る。

継続 継続

新規採用
及び35歳
組合員

注2)

 実
施
 主

実施内容（予定） 目標（達成時期：平成35年度末）

年齢

対象者

個別の事業

健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
支
援

4
7

メンタルヘルス対策

こころの健康チェック＆アドバイ
ス（都共済ストレスチェック）の
提供やメンタルヘルス対策講習
会の開催等。

全て 男女 － 全員

区分

注1)

事
業
分

事業名 事業の目的および概要
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